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 この報告書は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１条）第５８条の２

及び山梨市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年７月山

梨市条例第２３８号）第６条の規定に基づき、山梨市人事行政の透明性を高

め、その公正性の一層の確保を図るため、本市における職員の任用や給与、

勤務条件、厚生福利などを広く市民の皆様に公表するものです。 
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人事運営行政の状況 

 

 

１ 職員の任命及び職員数に関する状況 

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 

 

（各年4月1日現在　単位：人）

対前年

R6年度 R5年度 増減数

議 会 4 4 0

109 105 4

(1) (1) (0)

税 務 18 18 0

労 働 1 1 0

農 林 水 産 14 14 0

商 工 16 15 1

土 木 23 21 2

78 57 21

(34) (35) (△ 1)

衛 生 21 30 △ 9

284 265 19

(35) (36) (△ 1)

35 36 △ 1

(7) (10) (△ 3)

35 36 △ 1

(7) (10) (△ 3)

水 道 11 12 △ 1

下 水 道 8 8 0

そ の 他 21 25 △ 4

小 計 40 45 △ 5

359 346 13

(42) (46) (△ 4)

（注）

業務配分の見直しによる減

業務再編による減

業務配分の見直しによる増

業務配分の見直しによる増

業務再編による増

業務再編による減

主な増減理由

休職・派遣の増

1 職員数は各年4月1日現在の一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有

  する派遣職員、休職者などを含み、臨時及び非常勤職員（短時間勤務職員及びフル

　タイムの会計年度任用職員を除く。）は含みません。

2 ( )内は、フルタイムの会計年度任用職員であり、外数です。

合　　　計

職員数

公営
企業等
会計
部門

        　　　　　区分

　部門

一般
行政
部門

総務・企画

民 生

小 計

特別
行政
部門

教 育

小 計

1



 

（2）任用形態別の職員数の状況 

 

対前年

R6年度 R5年度 増減数

267 250 17

8 11 △ 3

3 3

5 4 1

1 1

35 36 △ 1

319 301 18

34 36 △ 2

1 1

0

0

0

7 10 △ 3

42 46 △ 4

40 45 △ 5

0

0

0

0

0

40 45 △ 5

401 392 9

（注）

合　　　計

3 会計年度任用職員（フルタイム）とは、一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常

　勤の職員で、その一週間当たりの通常の勤務時間が正規職員と同一の時間である職員

　です。

2 暫定再任用職員（短時間）及び任期付職員（短時間）とは、常勤に比し勤務時間が短

　いものです。

会計年度任用職員（ﾌﾙﾀｲﾑ）

小　　計

公営
企業等
会計
部門

正規職員

暫定再任用職員（常勤）

暫定再任用職員（短時間）

任期付職員（常勤）

任期付職員（短時間）

会計年度任用職員（ﾌﾙﾀｲﾑ）

小　　計

任期付職員（常勤）

任期付職員（短時間）

会計年度任用職員（ﾌﾙﾀｲﾑ）

小　　計

特別
行政
部門

正規職員

暫定再任用職員（常勤）

暫定再任用職員（短時間）

任期付職員（常勤）

任期付職員（短時間）

一般
行政
部門

1 暫定再任用職員（常勤）とは、定年退職後任期を定めて採用した、再任用フルタイム

　勤務職員です。

正規職員

暫定再任用職員（常勤）

暫定再任用職員（短時間）

職員数

（各年4月1日現在　単位：人）

　　　　　　　　　　　　　　　区分
　部門

2



 

（3）職員の採用及び退職等の状況（令和 6 年度） 

 

 

（4）職員の昇任及び降任の状況（令和 6年度） 

 

 

定　年 早　期 勧　奨 普　通 その他 合　計

15 3 12 2 17

0

4 4 2 6

9 4 4

0

2 3 5

4 2 3 5

32 3 0 0 20 14 37

（注）

3 「その他」には、会計年度任用職員(フルタイム)及び任期付職員等における任期満了、

  死亡退職、懲戒免職等が含まれます。

技能労務職

教 育 職

合 計

1 人数は、正規職員、暫定再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員（フルタイム）

  の合計です。

2 「普通」とは、定年前に自己都合等により退職した者です。

一般行政職

税 務 職

医 療 職

福 祉 職

企 業 職

採　用
（R6.4.1）

退　職
（ R6.4.1 ～ R7.3.31 ）

（単位：人）

           区分

 職種

（単位：人）

主幹級 課長補佐級 課長級

10 2 5 1

1

1

1

11 3 5 2合 計

昇任
降任

税 務 職

医 療 職

福 祉 職

企 業 職

技能労務職

教 育 職

  　　　　 区分
 職種

一般行政職

3



 

２ 職員の人事評価の状況 

  平成 28年度より役割を明確化した上で挙げた実績を見る「業績評価」と、能力の

発揮状況を見る「能力評価」からなる人事評価制度を導入し、さらに令和 4年度から

は、人事評価結果を任用、給与等へ活用しています。 

 

（1）人事評価の概要 

 

 

（2）評価者及び調整者 

 

 

３ 職員の給与の状況 

（1）人件費の状況（普通会計決算） 

 

 

（2）職員給与費の状況（普通会計決算） 

 

対象者 評価期間 評価構成 評価段階

全ての一般職の職員 4月1日から翌年3月31日まで
業績評価
能力評価

5段階

被評価者 評価者（1次評価者）

課長 副市長又は教育長

課長補佐・リーダー・園長 課長

上記以外の職にある者 リーダー又は園長

調整者（2次評価者）

ー

副市長又は教育長

課長

Ａ

人件費率

Ｂ／Ａ

         ％

12.4

         ％

13.0

実質収支

       千円

2,038,101

人 件 費

Ｂ

       千円

3,537,770

区 分
住民基本台帳人口

（令和7年1月1日）

歳 出 額

R6年度
　　　　　　  人

32,706

       千円

28,621,601

（参考）
R5年度
人件費率

一人当たり
給与費

（注）1 職員数は令和6年4月1日現在の職員数であり、職員数及び給与費は、地方公務員の身分を

　保有する派遣職員、休職者などを含み、臨時及び非常勤職員（短時間勤務職員及びフル

　タイムの会計年度任用職員を除く。）は含みません。

2 職員手当には退職手当を含みません。

Ｂ

職 員 数

Ａ 給  料 職員手当
期末・

勤勉手当

　　　　　 千円

1,324,693 211,175 513,939 2,049,807 5,694

         人

360
R6年度

       千円        千円        千円        千円

計

Ｂ／Ａ

給  　与 　 費

区 分
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（3）ラスパイレス指数の状況（各年度 4月 1日現在） 

 

 

（4）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 

（令和 6年 4月 1日現在） 

 

 

 

山梨市 96.9 96.6

全国市平均 98.6 98.6

区　分 令和6年4月1日 令和5年4月1日

（注）ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた

め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給

表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

① 一般行政職

区　分
平均給与月額

円 335,607 円

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

円

（国比較ベース）

歳42.7

円 364,392 円山梨県 42.8 歳 328,862

円321,552 380,866山梨市

円 405,341

国 42.1 歳 323,823 円

343,522 円

② 技能労務職

区　分
（国比較ベース）

ー 円 405,378 円

類似団体 42.6 歳 318,300 円 374,345

396,550

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

円 291,171 円

山梨県 55.8 歳 350,661 円 395,014 円

山梨市 57.6 歳 280,743 円 304,862

371,074 円

円

類似団体 52.3 歳 307,888 円 334,311 円 319,875 円

国 51.2 歳 288,144 円 ー 円 330,553

2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

　間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調

　査において明らかにされたものです。

　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース

　（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出してます。

類似団体 40.8 歳 301,577 円 333,558 円

（注）1 「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均で

　す。

円

山梨県 42.5 歳 353,609 円 396,033 円

山梨市 48.0 歳 355,500 円
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（5）職員の初任給の状況（令和 6年 4月 1 日現在） 

 

 

（6）職員の経験年齢別・学歴別平均給料月額の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

 

 

（7）一般行政職の級別職員数の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国

164,000 円 175,002 円 ー 円

山　梨　市 山　梨　県

184,775 円 ー 円

円

教育職
大 学 卒 196,200 円 227,795 円 ー 円

区　　分

一般行政職
大 学 卒

高 校 卒

技能労務職
大 学 卒

166,600 円

円 196,200 円

166,600 円 172,181 円

196,200 円 203,918

高 校 卒

高 校 卒 155,300 円 156,464 円 ー

166,600 円

円 ー 円

円

円

経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

347,000 円 3,841,812 円 401,163 円

経験年数10年

256,691

ー 円

ー 円

ー ー 円 ー 円 ー 円高 校 卒
技能労務職

大 学 卒

区　　分

一般行政職
大 学 卒 円

ー 円 ー 円 ー

ー 円 ー

高 校 卒

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

（注）1 山梨市の給与条例に基づく、給料表の級区分による職員数です。

3級

職員数 構成比 1号給の 最高号給の

20 人 8.5 ％ 150,100

給料月額 給料月額

円 247,600 円

6級

7級 課長

31 人 13.2 ％ 266,000 円

課長補佐・課長 39 人 16.6 ％ 319,200 円

標準的な職務内容
区分

主査・副主査・主任

副主幹・主査・副主査

課長補佐・主幹・副主幹

1級

2級

主事・技師

主任

4級

5級

円

円

55 人 23.4 ％ 234,400 円 350,000 円

43 人 18.3 ％ 198,500 円 304,200

381,000

円

393,000 円

円410,200

36 人 15.3 ％ 290,700 円

11 人 4.7 ％ 362,900 円 444,900
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（8）職員手当の状況 

 

 

 

 

 

 

 

％ ％東京都（特別区） 20

支給実績（6年度決算）

1 20

614 千円

684 千円

支給対象職員 国の制度（支給率）

人

支給対象地域 支給率

47.7090 月分 47.709000 月分

（支給率）

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度

28.0395 月分 33.270750 月分

39.7575 月分 47.709000 月分

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（割増率2～20％）

1人当たりの平均支給額  6,693千円  16,593千円

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（割増率2～45％）

（注）退職手当の1人当たりの平均支給額は、6年度に退職した全職員に支給された平均額です。

③ 地域手当（令和7年4月1日現在）

支給職員1人当たり平均支給年額（6年度決算）

勤続25年

勤続35年

最高限度

山　　梨　　市 国

1.40

2.50 2.10

（6年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

2.50 月分月分

（ 1.00 ） 月分

2.10 月分

（ 1.40 ） 月分

① 期末手当・勤勉手当

千円

1人当たりの平均支給額（6年度）

山　　梨　　市

1,586

（6年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

月分

国

ー

月分）（ （ 1.00 ） 月分

応募認定・定年

月分19.6695 月分24.586875

自己都合

役職加算5～15％

職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算5～20％　管理職加算10～25％

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

② 退職手当（令和7年4月1日現在）

自己都合 応募認定・定年

19.6695 月分 24.586875 月分

（支給率）

勤続20年

47.7090 月分 47.709000 月分

39.7575 月分 47.709000 月分

28.0395 月分 33.270750 月分
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従事1日につき500円

手当の名称

滞納整理 徴収件数1件につき6円

滞納整理 徴収件数1,000円

につき7円

差押・引上 納税者1人につき120円

千円177

市税、住宅使用
料等の滞納整理
に従事する職員
の特殊勤務手当

市税の滞納整理従
事職員

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務主な支給対象職員

公売 1回につき120円

支給実績
（6年度決算）

滞納整理業務

7

支給職員1人当たり平均支給年額（6年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（6年度）

手当の種類（手当数）

支給実績（6年度決算）

④ 特殊勤務手当（令和7年4月1日現在）

千円

円

％

177

9,845

4.6

防疫等作業に従
事する職員の特
殊勤務手当

千円ー

行旅病人、同死
亡人又は変死人
を処理する業務
に従事する職員
の特殊勤務手当

行旅病人、行旅死
亡人、変死人を処
理する職員

行旅病人等の処理業
務

千円ー感染症防疫業務
感染症の防疫に従
事する職員

行旅病人 1処理1件につき1,000円

行旅死亡人・変死人

1処理1件につき5,500円

養護老人ホーム
において入園者
の管理に直接従
事する職員の特
殊勤務手当

養護老人ホームに
勤務する職員のう
ち現業に従事する
職員

入園者の管理業務 ー 千円
介護職員 従事1日につき650円

現業職員 従事1日につき500円

ー 千円

従事1日につき400円

動物園に勤務す
る職員の特殊勤
務手当

動物園において動
物等の飼育・管理
に従事する職員

動物等の飼育・管理
業務

ー 千円

従事1日につき100円

一般廃棄物処理
業務に従事する
職員の特殊勤務
手当

現業職員 一般廃棄物処理業務 ー 千円

従事1日につき500円

市立病院に勤務
する医師又は歯
科医師である職
員の特殊勤務手
当

医師又は歯科医師
救急患者等の診療業
務

ー 千円

職名等に応じ1月につき

10万円～100万円

災害応急作業等
に従事する職員
の特殊勤務手当

災害応急作業・災
害状況調査に従事
する職員

災害応急作業・災害
状況調査業務

千円

千円

千円

千円

124,744

436

115,777

426

（注）

⑤ 特殊勤務手当（令和7年4月1日現在）

支給実績（6年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（6年度決算）

支給実績（5年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（5年度決算）

職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（各年度決算）」と同じ年度の4

月1日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とならない職員

を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。
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（9）特別職の報酬等の状況（令和 7年 4月 1日現在）  

 

円

13,452

37,994

千円

千円 527,694

円

①交通機関等利用者

　最大55,000円/月

②自動車等利用者

　通勤距離に応じて 同じ 円

265,845住居手当 同じ 22,331 千円
家賃の額に応じて

11,000円/月～28,000円/月

手当名 内容及び支給単価

扶養手当 千円31,842 212,280 円

（令和6年度決算）

支給実績

（令和6年度決算）

支給職員1人当たり

平均支給年額

同じ

国の制度

との異同

国の制度と

異なる内容

0～14歳の子：11,500円/月

配偶者：3,000円/月

15～22歳の子：16,500円/月

その他：6,500円/月

⑥ その他の手当（令和7年4月1日現在）

職名・職務の級に応じて

　39,700円/月～53,100円/月
管理職手当 同じ

　2,000円/月～31,600円/月

③併用者

　最大55,000円/月

通勤手当

（7年度支給割合）

給 料 月 額 等

市 長 810,000 円

（ 円

370,000 円

（ 円

345,000 円

給
　
料

区 分

（7年度支給割合）

報
　
酬

議 長

副 議 長

議 員

）

335,000 円

（ 円

（ 円

市区町村長

副市町村長

備 考

給与月額×在職年数×42/100 16,329,600 円 任期ごと

（算定様式） （1期の手当額） （支給時期）
退
職
手
当

期
末
手
当

（注）1 給料及び報酬の（ ）内は、減額措置を行う前の額です。

議 長

副 議 長

議 員

市 長

副 市 長 4.10 月分

3.25 月分

2 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年=48月）
  勤めた場合における退職手当の見込額です。

給与月額×在職年数×25/100 7,560,000 円 任期ごと

）

）

）

）

副 市 長 630,000 円

（ 円
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件 

（1）職員の勤務時間、休憩時間の概要（令和 7年 4月 1日現在） 

     職員の勤務時間は、原則として 8 時 30 分から 17 時 15 分までのうち 1 日 7 時 45

分（休憩 1時間除く）、週 38時間 45分と定められています。 

 

 

（2）職員の年次有給休暇の概要と取得状況 

労働基準法及び山梨市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定により、原則

として 1年に 20日の年次有給休暇が付与されます。 

非現業の一般職に属する職員（会計年度任用職員を除く。）のうち、市長部局の職

員の年次休暇の取得状況は次のとおりです。 

    

 

（3）特別休暇の概要（令和 7年 4月 1日現在） 

 

8:30 12:00 13:00 17;15

休憩時間

11.5 日

令和5年平均取得日数

12.5 日

令和6年平均取得日数

（各年1月1日から12月31日）

種類

公民権行使休暇

裁判員、証人、鑑定人、参考人等と
しての官公暑出頭休暇

骨髄提供休暇

ボランティア休暇

婚姻休暇

不妊治療休暇

・妊娠したと認められたときから妊娠6月まで 4週間に1回

・妊娠7月から9月まで 2週間に1回

・妊娠10月から分べんまで 1週間に2回

・出産1年後まで 1回

妊娠中又は出産後通院休暇

5日以内

5日以内（体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、
10日）以内

付与日数

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

5日以内
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男性職員の育児参加休暇

分べん休暇

育児休暇

配偶者出産休暇

子の看護休暇

短期の看護休暇

配偶者、父母 7日

子 5日

祖父母 3日

孫 1日

兄弟姉妹 3日

おじ又はおば 1日

父母の配偶者又は配偶者の父母 3日

子の配偶者又は配偶者の子 1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者 1日

父母の祭日休暇

夏季休暇

感染症まん延防止休暇

住居消滅・損壊休暇

非常災害交通遮断休暇

交通機関の事故等による不可抗力休
暇

生理休暇

忌引

5日以内

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることができな
い。

1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往
復日数を加算することができる。

5日以内

その分べん予定日前6週間（多胎妊娠の場合にあっては14週間、多胎
以外の場合において必要があると認められるときにあっては6週間に
2週間の範囲で必要と認められる期間を加算した期間）に当たる日か
ら分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内

1日2回。1回30分

2日以内

5日（その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の
場合にあっては、10日）以内

5日（日常生活を営むのに支障がある者が2人以上の場合にあって
は、10日）以内
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（4）育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の取得状況（令和 6年度） 

 

 

（5）介護休暇の取得状況（令和 6年度） 

 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（1）処分事由別分限処分数（令和 6年度） 

 

 

（単位：人）

区　　分

令和6年度中に
新たに育児休業等
が取得可能と
なった職員数

育児休業
取得者数

育児短時間
勤務取得者数

部分休業
取得者数

男性職員 6 3 0 0

女性職員 4 4 0 6

合　　計 10 7 0 6

（注）「育児休業取得者数」、「育児短時間勤務取得者数」、「部分休業取得者数」は、

　　　令和6年度中に新たに育児休業等を取得した者の数です。

（単位：人）

1月以下
1月超

2月以下
2月超

3月以下
3月超

4月以下
4月超

5月以下
5月超

男性職員 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 1 1 0 0 0 0 0

合　　計 1 1 0 0 0 0 0

（注）「介護休暇得者数」は、令和6年度中に新たに取得した者の数です。

区　　分
介護休暇
取得者数

介護休暇承認期間

処分事由 降任 免職 休職 降給 合計

勤務実績がよくない場合

（法第28条第1項第1号）

心身の故障の場合

（法第28条第1項第2号、第2項第1号）

職に必要な適格性を欠く場合

（法第28条第1項第3号）

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過
員を生じた場合

（法第28条第1項第4号）

条例で定める事由による場合

（法第27条第2項）

合　計 0 0 11 0 11

（単位：人）

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 11 0 11

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0

（注）1 法とは地方公務員法を指します。

　　　2 同一の者が複数回にわたって同一の規定により処分に付された場合は、その数を1と
　　　　して計上しています。
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（2）処分事由別懲戒処分数（令和 6年度） 

 

 

６ 職員の服務の状況 

（1）職員の職務に係る倫理の保持に関する取組状況（令和 6年度） 

 

 

（2）営利企業等への従事許可状況（令和 6 年度） 

 

 

７ 職員研修の状況 

（1）職員研修の概要 

  長期的かつ総合的に職員の資質向上・能力開発を推進していくため、人材育成・

確保の目的、方策等を明確にした人材育成・確保に関する基本方針である「山梨市

人材育成・確保基本方針」で掲げられている職員像を目指し、自己啓発、職場研修

及び職場外研修を３つの柱とし、それぞれを相互に連携させながら職員研修を進め

ています。 

処分事由 戒告 減給 停職 免職 合計

法令に違反した場合

（法第29条第1項第1号）

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

（法第29条第1項第2号）

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあっ
た場合

（法第29条第1項第3号）

合　計 0 2 0 0 2

（注）1 法とは地方公務員法を指します。

　　　2 同一の者が複数回にわたって同一の規定により処分に付された場合は、その数を1と
　　　　して計上しています。

0 1 0 0 1

0 0 0 0 0

（単位：人）

0 1 0 0 1

取 組 内 容 実施時期

職員の綱紀の保持及び服務規律の徹底について（依命通達） 令和6年 4月

職員の綱紀の保持及び服務規律の徹底について（依命通達） 令和6年12月

交通安全に関する注意喚起について 令和6年12月

（単位：件）

許可した内容 許可件数

子ども科学教室 指導員 1

令和6年全国家計構造調査 指導員 1

令和6年農林業センサス 調査員・指導員 83

令和7年国民生活基礎調査 調査員 1

合　計 86

13



 

（2）目指すべき職員像 

   ① 自立的に行動する職員 

   ② 柔軟な思考で改革に挑戦する職員 

   ③ プロ意識をもって積極的に行動する職員 

   ④ 市民に信頼される職員 

   ⑤ 市民とともによりよいまちづくりに邁進する職員 

 

（3）研修実績（令和 6年度） 

 

 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（1）職員の健康管理に関する取組状況 

 

 

 

 

（単位：人）

区　分 研修内容 受講者数

新任研修 期待される公務員　外6科目 16

現任研修 行政経営と効率化ー基礎コース　外3科目 5

監督者研修 OJTの基礎知識　外3科目 7

管理者研修 管理者の役割　外2科目 9

共通研修 メンタルヘルスー職員編　外9科目 45

（単位：人）

区　分 研修内容 受講者数

文書法制 民法　外9科目 24

政策形成 政策形成能力基礎研修　外1科目 2

情報・コミュ クレーム対応研修　外7科目 32

税務・財務 これだけは知っておきたい地方税　外7科目 24

建設・防災 土木講座01　外14科目 17

（単位：人）

区　分 研修内容 派遣者数

長期派遣研修 内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局 1

山梨県総務部市町村課 1

山梨県総合県税事務所 1

参加型派遣研修 地域経営部会 3

① 階層別研修

② 能力開発研修

③ 派遣研修

受診月

1～3月

1～3月

① 職員の健康診断の実施状況

項　目 対象者

定期健康診断（婦人科検診含む） 職員・会計年度任用職員（短期共済組合員）

特殊健康診断（頚肩腕障害健診） 手話通訳者
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（2）職員の安全衛生管理体制 

     山梨市職員衛生管理規程等に基づき、衛生委員会を設置し、職員の安全及び健

康を確保するともに、快適な職場環境の形成を促進するため、衛生に関する事項

について調査審議を行っています。 

 

 （3）職員の福利厚生の実施状況 

   本市条例により、職員厚生会を設置し、給付事業及び福利厚生事業を行ってい

ます。 

 

 

② 職員の健康管理に関する実施状況

事業名

産業医面談指導

保健師等健康相談

ストレスチェック

職場復帰支援プログラム

市産業医による面談指導の実施（通年・随時）

概　要

市保健師等による健康相談の実施（通年・随時）

安全衛生法の規定に基づく心理的負担の程度を把握するためストレス
チェックの実施（年1回）

山梨市職員職場復帰支援プログラム実施要領に基づき、心の健康問題によ
り休職等している職員の復帰にあたり、職場復帰支援プログラムを作成
し、組織的かつ計画的な職場復帰を行う。

円

算出基礎

厚生会における補助事業の40％
（補助限度額：280万円）

① 事業主負担金決算額等（令和6年度）

事業主負担金

578,000 円

組合員掛金 算出基礎

事業項目

弔慰見舞金等

結婚祝金

出産祝金

災害見舞金

入学祝金

事業名 概要

② 山梨市職員の厚生会による職員の福利厚生の実施状況

1,055,710 給料月額の5/1000以内

永年勤続祝金

人間ドック受診助成事業

職員研修旅行補助事業

財源等

給付事業
各種祝金の給付など職員の互助
的事業

組合員掛金等

福利厚生事業
職員及びその家族の福利厚生の
増進に関する事業

事業主負担金等
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（4）公務（通勤）災害の発生状況（令和 6 年度） 

 

 

９ 公平委員会の業務状況 

（1）勤務条件に関する措置の要求の状況 

   なし 

（2）不利益処分に関する不服申立ての状況 

   なし 

3 件 1 件 4 件

区　分 公務災害 通勤災害 合　計

地方公務員災害補償基金山梨県支部によ
る認定
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